
Ⅰ．は じ め に

２００８年下半期（秋季）に発生した金融危機は，グロー

バル化を逆流する形で全世界に多大な影響を与えた。い

くつかの金融機関や関連企業では，倒産，縮小，撤退が

生じた。こうした事態は，日本でも一部でみられた。ま

た，貿易や観光といった国家間（地域間）の移動を伴う

ものは，その影響を直接的に受けた。中でも，外国人観

光客の入込に期待していた観光地は，急激な減少を危惧

していた。

ニセコスキー観光地域は，外国人観光客の入込を期待

している観光地（スキー場や宿泊施設など）の一つであ

る。これまでの日本各地のスキー場は，主として，地域

住民，日本国民を対象としてきた。観光活動の多様化な

どの影響により，１９９２年度をピークにスキー場の入込数

は減少の一途を辿っている１）。近年，その打開策とし

て，外国人観光客の入込増に活路を見出すところが目

立ってきた。

北海道では，ニセコスキー観光地域において，いち早

く外国人観光客の入込が根付いた。すでに報告したよう

に，ニセコスキー観光地域の場合，特異な事例であっ

た２）。

具体的には，地元地域の熱心な働きかけではなく，

オーストラリア人の移住，口コミなどの情報発信を通じ

て，定着したものであり，後追い的に行政や地元企業が

対応してきた。ゆえに，外国人観光客の入込も，オース

トラリア人に偏ったものであった。また，そのオースト

ラリア人は，ニセコスキー観光地域に拡散していたので

はなく，ニセコグラン・ヒラフ（花園）に当初は限定し

たものであった。ただ，一昨年以降，オーストラリア人

の他にアジア系の人の入込も急増しており，全体に占め

る国・地域別の割合に変化が生じつつある。

本稿は，拙稿（２００８・２００９）に続く，ニセコスキー観

光地域の動向として，２００８年に生じた金融危機以降の実

態を報告するものである。具体的には，外国資本の進

小稿は，ニセコスキー観光地域の実態について，外国資本の進出，外国人観光客の入込，現

地の対応・工夫を取り上げ，金融危機の影響をどのように受けたのか，明らかにしようとする

ものである。また，その変容過程が，北海道遺産の保存保全の観点より，進むべき方向性とし

て妥当なものか，若干の検討をしようとするものである。

その結果，ニセコスキー観光地域では，金融危機の影響は少なく，短期間のうちに回復でき

たものと判断できる。他方，外国資本の一部には，金融危機の影響を受け，売却しなければな

らない事例も確認できた。しかしながら，その影響は，アジア系の外国資本の投資意欲によっ

て，最小限に食い止められた。

また，外国人観光客の入込は，オーストラリア人の中心から，アジア系の人を加えた多様な

構成に変わりつつある。

現地の対応や工夫は，景観保全の方針を鮮明に打ち出しつつ，外国人観光客の意見や要望に

も状況に応じて対応している。外国人観光客の誘致では，行政機関と関係団体において，重点

化の対象がやや異なる。

以上から，ニセコスキー観光地域の進むべき方向性としては，景観保全にも配慮し，妥当な

変容過程にあると判断できる。
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出，外国人観光客の入込が，金融危機の影響を，どのよ

うに受けたのか，また，行政機関や関係団体は，どのよ

うに対応しようとしているのか，明らかにするものであ

る。

また，ニセコスキー観光地域は，北海道遺産（２００４年

スキーとニセコ連峰）に選定されている。そのため，

保存保全するという観点から，これらの変容過程が，ニ

セコスキー観光地域の進むべき方向として妥当なもの

か，若干の検討をする。

なお，研究資料は，行政機関の資料，地元新聞掲載記

事の内容を中心に取り上げる。また，スキー観光地域と

は，拙稿同様，スキー場と周辺地域に分布する宿泊施

設，飲食施設，娯楽施設などを指すものとする。

Ⅱ．外国資本の進出の影響

本章では，２００８年の金融危機以降における外国資本の

進出，外国人観光客の入込数の変化を取り上げる。

１．大規模な外国資本の進出

金融危機以前，大規模な外国資本の進出（スキー場と

周辺地域）は，ニセコグラン・ヒラフの花園エリアの日

本ハーモニーリゾート（オーストラリア資本），ニセコ

ビレッジのシティグループ（アメリカ資本）があっ

た３）。いずれも，スキー場周辺において，ホテル，コン

ドミニアムなどの施設を建設する計画を有していた。ま

た，ニセコアンヌプリ周辺では，アンヌプリランド（香

港資本）による大規模なリゾート施設建設の計画もあ

る。ただ，こちらは，２０１０年９月の計画着工注１）を，２０１１

年春に延期している注２）。延期の理由は，建設会社との

契約の遅れなど日本国内での準備不足があった点を挙げ

ている。

元々，花園エリアは，東急不動産，ニセコビレッジ

は，西武グループから外国資本へ売却したものであっ

た。

続いて，花園エリアでは，オーストラリア資本から

PCCWグループ（香港資本２００７年）へ，ニセコビレッ

ジでは，アメリカ資本からYTL（マレーシア資本）へ，

さらに売却（２０１０年約６０億円）された注３）。YTLは，建

設，電力，不動産などを手掛けるマレーシア最大の財閥

YTLグループの子会社である。

ニセコビレッジの場合，金融危機の影響でシティグ

ループが経営難となり，売却したことを指摘してい

る注４）。一方，YTLの買収理由は，「ニセコの雪質の良

さ」を挙げている。また，観光事業に投資した理由とし

て，マレーシア政府の観光振興政策に協力することを挙

げている注５）。今後の計画は，北米のリゾートを参考に

しながらも，日本的な感性も加えようとしている。ま

た，その需要として，アジア系の外国人観光客の入込増

に期待を寄せている注６）。

よって，現在は，アジア系資本が台頭している状態に

変化している。買収した企業は，前資本の計画内容を概

ね推進することを現時点では発表している注７）。

以上から，アジア系の投資意欲は，金融危機以降も引

き続き維持されている。ただ，買収した企業が，計画ど

おりに建設を着工するのか，見守る必要がある。さら

資料）後志支庁管内訪日外国人観光客宿泊者数調査の概要（２００７年版・２００８年版・２００９年版）

第１図・第１表 後志支庁管内訪日外国人観光客宿泊者数（単位：人）
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に，別な企業（資本）への転売を画策するようになれ

ば，地域に与える影響も大きくなる。

２．外国人観光客の入込数の変化

２００８年度シーズンでは，オーストラリア人の入込数が

落ち込んだ。これは，金融危機による円高の影響を受け

たものである４）。

２００８年度シーズンの道内主要スキー場（９か所）の外

国人宿泊者数の前年比注８）は，香港（１１４％），韓国（８０

％），シンガポール（１８％），中国（２５１％），マレーシア

（４８％）などアジア系がプラス成長を示したものの，

オーストラリア（－４２％），台湾（－２１％），ロシア（－

３９％）がマイナス成長を示した。総数では，オーストラ

リアは前年度シーズンの首位から４位に後退し，香港

（１位），韓国（２位），シンガポール（３位）とアジア

系で上位を占めた。韓国の増加は，２００７年からの指導者

対象の講習会の成果が結びついたものと判断している。

ニセコ町や倶知安町を含む後志地域の外国人観光客の

宿泊者数の動向（第１図・第１表）をみると注９），２００８

年度シーズン，オーストラリアは前年度より減少（２０８５

人）したものの，総数では依然，首位（１１０７２人）を維

持し，全体でも概ね半数を占める。また，外国人観光客

の全体数としても，微増（２００７年度は２３９５５人，２００８年

度は２４５７０人）しており，減少には転じていない。さら

に，２００９年度シーズンでは，オーストラリアは１４０８１人

となり，再び増加（３００９人）した。他も台湾を除き，増

加しており，全体としても，前年より５０００人程度増えて

いる。

よって，ニセコスキー観光地域では，道内主要スキー

場の傾向とは，やや異なり，大きな減少には至らず，翌

年（２００９年）度にはすぐに回復できたものと考えられ

る。そのため，ニセコスキー観光地域において金融危機

の影響は，消費者レベルとして小さかったものと判断で

きる。

ただ，オーストラリア人とアジア系の人の入込に対す

る影響は異なる。オーストラリア人の場合，旅行形態と

して長期滞在型にある。それに対してアジア系の人は主

体となる旅行形態が長期滞在型にはなっていない。その

ため，オーストラリア人の入込数が減少すれば，他のア

ジア系の人とは違い，地元の受ける打撃が大きくなりや

すい。

Ⅲ．現地における工夫・対策

１．行政機関における現地の対応

すでに述べたように，ニセコスキー観光地域における

外国人観光客の入込は，行政機関やスキー場関係者が主

導してきたわけではない。そのため，現地における対応

はやや遅れがちとなっている。

北海道経済産業局の外国人観光客調査注１０）では，ニセ

コに対する満足度は９６％（７段階評価の内，５段階以上

の割合）に達している。高評価として，「リフト乗り場

のスタッフの親切さ・サービス」，「雪の量と質」，「自然

景観」，「スキー場の魅力」などが指摘されている。とり

わけ，接客に対するサービスは，一定の評価を受けてい

る。それゆえ，現地の就業先では，従業者に対して，英

語の使用有無を重要視しており，売上にも影響すると言

われる。

一方，低評価として，「両替のしにくさ」が挙がって

いる。スキー場，周辺地域から最寄りのATMでも約１５

分間，車での移動が必要になる。よって，施設・設備の

一層の充実が期待される。

外国人観光客は，施設・設備面について生活・滞在に

対する最低限の設置を期待しているものの，大規模なリ

ゾート施設の拡充を必ずしも望んでいない。とりわけ，

スキー場の拡大をはじめ，大規模な景観の破壊には否定

的である５）。

よって，関係自治体として，景観保全に対する方針・

あり方が問われる。倶知安町では，２００８年，町議会にお

いて，「ひらふ地区」の乱開発を防止する目的から，建

物の高さ制限を定めた景観地区に指定する審議を行っ

た注１１）。地元建設業界からは，景観地区指定に対して反

対の声が挙がった注１２）。理由として，景気向上を阻害す

ると指摘した。とりわけ，高さ制限は，高層建築物に影

響を与えることになり，大規模な建設計画ほど深刻とな

る。

結局，２００８年３月，ひらふ地区を含む２３００ha につい

て高さ制限などを含めた「景観地区」に指定をした注１３）。

高さは，２２ｍ（６，７階）に制限し，色やデザインも基

準が示された。なお，すでに着工済みの建設は，適用外

とした。道内の自治体では，景観地区指定は初めてと

なった。

ニセコ町では，２０１１年１月，「地下水保全条例」と

「水道水源保護条例」を制定する考えを示した注１４）。こ

れもリゾート開発などの乱開発を規制するねらいがあ

る。その内容は，一定の施設の取水は事前許可制とする

ものであり，道内では初となる。また，ニセコ町は，水

源地の私有林を買い取るなどの行動もすでに行ってい

る。

こうした背景には，同町内において「カペラニセコ」

を建設する予定のアンヌプリランドが，砂川市内の山林

と原野３５０ha を買収し，その目的が使途不明と話題に

なったことが考えられる注１５）。
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第２図 関係機関・団体における重点化する外国人観光客の入込戦略

第３図 ニセコ山系スキー場における重点化する外国人観光客の入込戦略

注）アジア系は，東アジア地域と東南アジア地域を主として指す。

現地では，外国人観光客の入込ばかりではなく，定住

者の対応も必要になってきている。ニセコスキー観光地

域における人口動態（国勢調査）として注１６），ニセコ町

の場合，２００５年の４６６９人から２０１０年の４８２７人へ３．４％増

加した。また，世帯数でも，２００５年の１８９６世帯から２０１０

年の２０５３世帯へ８．３％増加している。近隣の倶知安町で

は，２００５年の７０４３世帯から２０１０年の７１００世帯へ０．８％微

増した。これらの増加要因として，外国人移住者の定着

を挙げている。２０１０年末では，外国人登録者数，ニセコ

町１４２人，倶知安町５１９人となっている注１７）。

ニセコ町では，外国人学校（幼稚部と小学部）を２０１２

年１月に開校する予定としている注１８）。開校にあたり，

周辺の外国人定住者から要望があったことを指摘してい

る。

以上から，関係自治体は，経済成長を後押しする一辺

倒な対応ではなく，外国人観光客（定住者）の意見や要

望を取り入れつつ，ニセコスキー観光地域の向かうべき

姿を固めつつある。

２．行政機関・関係団体における外国人観光客の誘致

本節では，外国人観光客とりわけスキー客などの誘致

をどのように進めようとしているのか，述べる。

北海道は，２０１１年，「北海道国際交流指針」を発表し

た注１９）。これは，外国人観光客を約５年間で年間１２０万人

を見込む数値目標を掲げ，その他に東アジア地域との交

流強化，オーストラリアへの観光 PRの重点化，通訳ボ

ランティアの育成などを示したものである。このような

具体的な数値目標を，初めて示した。

また，日本政府観光局は，２０１１年２月～３月に中国旅

行会社の担当者１２０人を道内視察に招待することを発表

した注２０）。ニセコスキー観光地域では，スノーシュによ

る散策体験を行う。

道内スキー場経営会社などでつくる協議会では，ロシ

ア・サハリン州からの外国人観光客の誘致に期待してい

る。このきっかけは，２０１０年１月のサハリン航空による

新千歳～ユジノサハリンスク間の増便（週２便）の影響

がある注２１）。サハリン航空によれば，増便は，年末年始

（２００９年から２０１０年）の定期便が満席になったことを要

因としている。２０１０年１月のロシア人の延べ宿泊者数

は，１７５０人を数え，前年比２２％の増加となった。宿泊者

数の増加は，そのほとんどがスキー客であった。また，

この動向が，金融危機以降である点も注目に値する。増

加の要因は，石油・天然ガス開発に伴い富裕層が拡大し

ていることが挙げられる。

２０１０年１０月，同協議会の一部が，ロシア・サハリン州

のスキー場視察を兼ねた，北海道のスキー場の PR活動

を行っている注２２）。誘致に力を入れる背景として，先行

して新潟県がロシア（ハバロフスク・ウラジオストッ

ク）との定期便を通じて，県内の苗場スキー場などへロ

シア人の誘致に成功したことも追い風になっている注２３）。

さらに，サハリン航空は，２０１０年１２月に新千歳～ハバ

ロフスクの定期便を開設する注２４）。それを受けて，同協

議会では，ロシア極東の旅行会社の担当者を１２月にス

キー旅行（ニセコ町ほかに宿泊）に招待することを発表

した注２５）。後日，ロシア側の旅行会社との情報交換にお

いて，ロシア国内での PR活動や年明けのスキーツアー

を企画すると発表している注２６）。それを受けて，同協議

会も，ホームページなどのロシア語対応をすすめること

を強調した。

以上から，外国人観光客の誘致では，行政機関と関係

団体の行動にやや差異がある。北海道や日本政府は，通

年の外国人観光客の誘致を視点としており，必ずしも冬

季に特化しているわけではない。加えて，アジア系の人

の場合，雪に対する関心は非常に高いものの，スキーや

スノーボードを楽しむ習慣が確立されていない。他方，

ロシア極東の場合，ウインタースポーツは，すでに身近

なスポーツとして定着しており，現地の施設の老朽化や

環境の不備などもあり，日本国内のスキー場が急速に注

目されている。また，スキー場や宿泊施設は，オースト

ラリア人同様にロシア人が長期滞在型を嗜好する点も魅
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力に感じている。

ニセコスキー観光地域では，ニセコ町内に位置するス

キー場や宿泊施設が，ロシア人の誘致に積極的であ

る注２７）。よって，地域全体としてみると，オーストラリ

ア人に加えアジア系の人，ロシア人といった誘致の重点

化が多少異なる。一方で，日本人観光客の誘致には，明

確な戦略を打ち出せていない点は共通している。

Ⅳ．お わ り に

小稿では，ニセコスキー観光地域の実態について，外

国資本の進出，外国人観光客の入込，現地の対応・工夫

を中心に，金融危機の影響をどのように受けたのか，明

らかとしてきた。

最後に北海道遺産の保存保全という観点から，ニセコ

スキー観光地域の急速な変容が，進むべき方向として妥

当と判断できるものなのか，触れたい。

北海道遺産とは，次世代に引き継ぎたい北海道の大切

な資源を残し，保存活用を視野に入れたものとして選定

されたものである。現在，その数は，５２件ある。ニセコ

スキー観光地域は，「スキーとニセコ連峰」という遺産

名になっている。地理的範囲は，ニセコアンヌプリを主

峰として，日本海岸の雷電岳までを含む。その範囲に

は，現在，ニセコグラン・ヒラフ（花園），ニセコビ

レッジ，ニセコアンヌプリの３スキー場の他に，ニセコ

モイワ，ニセコチセヌプリ，ニセコいわないのスキー場

が分布する。さらには，倶知安町内の旭ヶ丘，ニセコワ

イス（リフトの稼働は休止）を含めると，８スキー場が

点在している。

ニセコがスキーのメッカとして著名になった要因とし

て，大きく３段階ある注２８）。最初は，１９２８年（昭和３

年），秩父宮殿下がスキー登山（ニセコアンヌプリ・チ

セヌプリ）を楽しんだこと，同年スイスのサンモリッツ

冬季五輪に日本人選手が初めて参加したことの双方に関

係している。当時の報道が，秩父宮殿下のニセコスキー

登山を「極東のサンモリッツに」と呼んだことがニセコ

の地を有名にした。

２番目は，１９６２年（昭和３７年），第４０回全日本スキー

選手権大会が，ニセコひらふで開催されたことである。

この前年には，日本一の全長リフト（１０７０ｍ）が完成と

なり，大きな話題を呼んだ。これ以降，周辺地域におい

て，スキー場開発が盛んとなり，国内のスキーリゾート

地として確立していった。

最後は，２０００年（平成１２年）以降のオーストラリア人

を中心とした外国人観光客の急増である。その詳細は，

すでに拙稿（２００８）で報告したとおりである。

北海道遺産の選定は，ニセコ連峰の地において，自然

環境を通じたスキー活動が長らく定着した点を高く評価

したものである。よって，スキー場や宿泊施設の増加や

拡大などの地域の変容を必ずしも評価したものではな

い。それゆえ，スキー場はもちろんその周辺を含めた自

然景観をいかに保全していくか，重要となる。

幸い，ニセコスキー観光地域では，外国資本の進出は

既存のスキー場，宿泊施設を買収し，改修はしつつも，

外観や用途を大きく変えることなく維持してきた。しか

しながら，近年，一部の宿泊施設では，突如，取り壊

し，その後の用途が不明な事例もみられる。

ただ，今後の乱開発を防ぐという点では，倶知安町の

景観地区指定，ニセコ町の水源地規制ともに，景観保全

していく自治体の姿勢は明確である。とりわけ，地域の

変容は，関連自治体の政策のあり方によるところが大き

い。

よって，ニセコスキー観光地域の進むべき方向性は，

北海道遺産の趣旨に配慮しつつ，妥当な地域の変容と判

断できる。ただ，現在，進行中または計画中の開発主体

が，撤退などをして，建設中断または中止となり，工事

中の建築物が残り，負の遺産となって景観破壊するよう

な事態は絶対に避けなければならない。

注

注１）北海道新聞朝刊記事２０１０年８月１８日付１頁．

注２）北海道新聞朝刊記事２０１０年１０月９日付９頁．

注３）北海道新聞朝刊記事２０１０年３月１１日付１１頁．

注４）北海道新聞朝刊記事２００９年１１月１０日付８頁．

注５）北海道新聞朝刊記事２０１０年１０月１１日付２頁．

注６）前掲注５）

注７）前掲注５）及び北海道新聞朝刊記事２０１０年１０月１３

日付１頁．

第４図 ニセコスキー観光地域における発展過程（概念図）

北方圏学術情報センター年報 Vol．３

―１４１―



注８）北海道新聞朝刊記事２００９年３月５日付２頁（北海

道索道協会調査結果）．

注９）後志支庁管内訪日外国人観光客宿泊者数調査の概

要（２００７年・２００８年・２００９年版）．

注１０）北海道新聞朝刊記事２００９年５月１９日付９頁．

注１１）北海道新聞朝刊記事２００８年２月２９日付．

注１２）北海道新聞朝刊記事２００８年２月２７日付．

注１３）北海道新聞朝刊記事２００８年３月８日付．

注１４）北海道新聞朝刊記事２０１１年１月２７日付１頁．

注１５）北海道新聞朝刊記事２０１０年１０月１３日付１頁．

注１６）北海道新聞朝刊記事２０１１年２月１５日付５頁．

注１７）北海道新聞朝刊記事２０１１年１月３０日付３２頁．

注１８）前掲注１８）

注１９）北海道新聞朝刊記事２０１１年１月２７日付２頁．

注２０）前掲注１９）

注２１）北海道新聞朝刊記事２００９年１２月３日付２７頁．

注２２）北海道新聞朝刊記事２０１０年７月１３日付．

注２３）前掲注２１）

注２４）北海道新聞朝刊記事２０１０年１０月３０日付１頁．

注２５）前掲注２４）

注２６）北海道新聞朝刊記事２０１０年１２月１８日付１１頁．

注２７）前掲２１・２２・２４・２６）

注２８）http：／／www.town.kutchan.hokkaido.jp

引 用 文 献

１）スキービジネス編集室：スノービジネス第１０７号，

pp．１８�２３，日本ケーブル（株）（２００７）．
２）菊地達夫：ニセコスキー観光地域における変容の実

態，観光研究論集，第７号，pp．３７‐４３（２００８）．

菊地達夫：ニセコスキー観光地域における外国資本

の進出と計画内容の影響，観光研究論集，第８号，

pp．２３�３２（２００９）．
３）前掲書２）

４）前掲書２）

５）前掲書２）

「追記」

２０１１年３月１１日午後に発生した東日本沖の大地震は広

範囲でかつ甚大な被害を与えた。その際，福島第１原子

力発電所（東京電力）も大きな被害を受け，放射能漏れ

の危険，電力・エネルギー不足，風評被害といった問題

も加わった。海外では，放射能漏れの危険について，大

きな関心を集め，国外退避，渡航の禁止・自粛といった

動きが生じている。また，被災状況が長引くにつれ，各

種産業への打撃が深刻となり，観光産業もそれに漏れな

い。本州方面の一部スキー場では，電力・エネルギー不

足により，２０１０年度シーズンを早々に終えたところも

あった。

今後，外国人観光客の入込や外国資本の動向は，検討

がつかない状況にあり，震災前の状況に戻すために

は，２００８年度の金融危機とは異なり，相当な時間を必要

とするであろう。

自然環境は，上手に活用することで人間活動に恩恵を

もたらす一方で，その脅威も十分に認識しておく必要が

ある。今後，被災地の復興はもちろんであるが，その教

訓を活かすために，スキー観光地域の開発の在り方とし

て，改めて営利目的のみにならない視点が不可欠とな

る。
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